
　
平
成
21
年
度
の
「
特
定
健
診
・
特
定

保
健
指
導
」
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

 

「
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
」
は
、

生
活
習
慣
病
を
引
き
起
こ
す
確
率
が
高

い
と
い
わ
れ
て
い
る
「
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候

群
）
」
を
減
ら
し
、
病
気
を
予
防
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
健
康
診
断
と
そ

　
昨
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
「
特
定
健

診
・
特
定
保
健
指
導
」
。
南
丹
市
に
お

い
て
も
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
の
該
当
者
は
多
く
、
生
活
習
慣
病
の

予
防
は
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
し
か
し
、
個
人
で
生
活
習
慣
を
急
に

変
え
る
こ
と
や
、
健
康
づ
く
り
の
取
り

組
み
を
継
続
す
る
こ
と
は
、
な
か
な
か

難
し
い
も
の
で
す
。

　
そ
こ
で
、
平
屋
婦
人
会
（
美
山
町
）

は
「
半
年
間
で
３
㎏
ダ
イ
エ
ッ
ト
」
を

合
言
葉
に
、
健
康
に
つ
い
て
興
味
の
あ

る
話
題
や
疑
問
を
楽
し
い
仲
間
と
一
緒

に
ワ
イ
ワ
イ
話
し
な
が
ら
考
え
る
「
健

康
サ
ロ
ン
・
美
山
蛍
」
と
称
し
た
グ
ル

ー
プ
で
の
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
ま
れ

ま
し
た
。

　
健
康
サ
ロ
ン
で
は
、
国
保
ヘ
ル
ス
ア

ッ
プ
事
業
を
活
用
し
て
、
基
本
と
な
る

身
体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
食
事
の
量
と
バ

ラ
ン
ス
の
学
習
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に

よ
る
意
見
交
換
な
ど
の
ほ
か
、
健
康
運

動
指
導
士
を
招
い
て
家
庭
で
も
実
践
で

き
る
運
動
を
取
り
入
れ
た
教
室
な
ど
を

所
得
の
申
告
は

　
　
　
　
　
お
済
み
で
す
か
？

　
福
祉
医
療
（
老
人
医
療
・
重
度
心
身

障
害
老
人
健
康
管
理
事
業
・
母
子
家
庭

医
療
・
重
度
心
身
障
害
児
者
医
療
）
の

受
給
資
格
判
定
や
、
国
民
健
康
保
険

税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
算
定

な
ど
は
、
世
帯
の
所
得
に
基
づ
い
て
審

査
、
算
定
を
し
ま
す
の
で
、
所
得
が
な

い
場
合
（
ゼ
ロ
の
場
合
）
も
所
得
申
告
を

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　皆さんに受診していただく特定健診の受診率は、皆さんに納
めていただいている国民健康保険税額に影響します。自身の健
康管理のためにも、特定健診を積極的に受けてください。

　福祉医療費助成事業（南丹市独自の障害者医療制度分）のうち、「重度心身障害児者
医療」の助成内容を、平成21年８月診療分から下記の表のとおり変更します。
　変更後は、通院についてのみ、医療機関の窓口で日額300円の自己負担額を支払って
いただくことになります。
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の
後
の
栄
養
・
運
動
指
導
な
ど
を
行
う

も
の
で
す
。

　
南
丹
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
、

40
歳
〜
74
歳
の
方
は
、
市
内
の
指
定
医

療
機
関
で
10
月
ま
で
受
診
で
き
ま
す
。

ま
だ
受
診
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
生
活

習
慣
病
を
予
防
す
る
た
め
、
ぜ
ひ
こ
の

機
会
に
受
け
て
く
だ
さ
い
。

▲学び、理解しながら取り組まれる健康サロン

特定健診を積極的に受けましょう

●特定健診（個別健診）の受け方
　健診を希望される方は、下記問い合わせ先へお申し込みく
ださい。申し込まれた方には、南丹市国民健康保険から「受診
券」を送付します。指定の医療機関で直接予約の上、受診して
ください。受診の際は、必ず「受診券」と「国民健康保険証」
をご持参ください。（受診期間は、10月末までです）
●自己負担金
　受診される医療機関で、自己負担金１,０００円をお支払いく
ださい。（ただし、平成22年3月31日現在の年齢が７０歳以上の
方は無料です）
【問い合わせ先】
　国保医療課　℡ ０７７１－６８－００１１
　健康課　　　℡ ０７７１－６８－００１６

※平成21年７月31日までの診療分は、従来どおりです。（入院・通院ともに自己負担金はありません）
※現在お持ちの受給者証は、有効期限が平成21年７月31日となっていますので、引き続き該当する方に
は、７月末に新しい受給者証をお送りします。

特定健診を受診するには

実
施
。
毎
回
30
人
が
参
加
さ
れ
、
そ
の

学
習
を
基
に
、
参
加
者
は
家
庭
で
も
健

康
づ
く
り
に
取
り
組
ま
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
半
年
後
の
計
測
で
、
最

高
８
㎏
の
ダ
イ
エ
ッ
ト
に
成
功
さ
れ
た

方
を
は
じ
め
、
11
人
の
方
が
ダ
イ
エ
ッ

ト
や
生
活
習
慣
の
改
善
に
成
功
さ
れ
ま

し
た
。
　

 

「
健
康
サ
ロ
ン
・
美
山
蛍
」
は
、
今
後

も
活
動
を
継
続
さ
れ
、
地
域
ぐ
る
み
で

健
康
づ
く
り
の
輪
を
広
げ
よ
う
と
頑
張

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

み
ん
な
で
メ
タ
ボ
対
策
！

合
言
葉
は
﹁
半
年
間
で
３
㎏
ダ
イ
エ
�
ト
﹂

生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
特
定
健
診
を
受
診
し
ま
し
ょ
う

重度心身
障害児者医療の助成内容が変わります

現在（今年７月診療分まで）

対
象
者

自
己
負
担
金

変更後（今年８月診療分から）

次のいずれかの手帳所持者で０歳～74歳の方。ただし、
65歳～74歳の後期高齢者医療の被保険者は除く。
　・身体障害者手帳３級、４級
　・療育手帳Ｂ判定
　・保健福祉手帳１級～３級
※身体障害者手帳１級、２級、療育手帳A判定の方は
　変更ありません。

変更なし

通院１日１医療機関につき300円負担（一
部負担金が300円未満の場合はその額）。
ただし、院外処方、入院の場合は負担なし

　
所
得
の
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
と
、

世
帯
の
所
得
状
況
が
正
し
く
把
握
で
き

な
い
た
め
、
低
所
得
者
世
帯
に
対
す
る

国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
軽
減
制
度
や
、
福
祉
医
療
費

受
給
者
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
所
得
の
申
告
は
毎
年
必
要
で
す
。
所

得
の
申
告
が
ま
だ
の
方
は
、
税
務
課
ま

た
は
各
支
所
地
域
総
務
課
（
転
入
の
方

は
平
成
21
年
１
月
１
日
現
在
の
住
所

地
）
に
印
鑑
な
ど
を
持
参
し
て
い
た
だ

き
、
お
早
め
に
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

　
な
お
、
受
給
者
本
人
だ
け
で
な
く
同

じ
世
帯
の
方
全
員
の
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
。

各
種
証
の
更
新
に
つ
い
て

　
老
人
医
療
、
重
度
心
身
障
害
老
人
健

康
管
理
事
業
、
母
子
家
庭
医
療
、
重
度

心
身
障
害
児
者
医
療
、
国
保
高
齢
受
給

者
証
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
の
各
受
給
者
証
の
有
効
期
間
は
、

今
年
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
ぞ
れ
新
し
い
証
に
つ
い
て
は
、

７
月
中
の
更
新
と
な
り
、
現
在
準
備
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
新
し
い
証

が
準
備
で
き
次
第
、
７
月
末
に
そ
れ
ぞ

れ
該
当
す
る
方
の
お
手
元
へ
送
付
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　 

■
申
告
が
必
要
な
方
■

①
前
年
中
に
給
与
や
年
金
以
外
に
何
ら

か
の
収
入
が
あ
っ
た
方

②
前
年
中
に
全
く
収
入
が
な
か
っ
た
方

③
非
課
税
年
金
（
遺
族
年
金
・
障
害
年

金
な
ど
）
だ
け
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
※
給
与
支
払
報
告
書
を
勤
務
先
か
ら
市

へ
送
付
さ
れ
て
い
る
方
や
、
非
課
税

年
金
以
外
の
年
金
（
国
民
年
金
な

ど
）
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
申

告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

入院および通院ともに負担なし


